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１ 監査日及び監査対象 

（１）監査日 

 令和４年１０月２４日（月） 住民福祉課（社会福祉協議会） 

 令和５年 １月２５日（水） 建設課・産業観光課（株式会社東秩父村和紙の里） 

 

（２）監査対象 

  ①住民福祉課（社会福祉協議会） 

   ・社会福祉協議会補助金 

   ・シルバー人材センター 

   ・ホームヘルパー派遣事業 

  ②建設課 

   ・下河原橋架替工事【現場含む】 

  ③産業観光課（株式会社東秩父村和紙の里） 

   ・決算内容 

   ・令和３年度定期監査における指摘事項の進捗 

 

２ 監査方法 

  各組織の事情聴取と工事現場を確認した。事情聴取については、提出された資料及

び意見を基に、事務事業の進捗状況等が適切に行われているか確認した。また、工事

現場においては、円滑かつ効果的に執行されているか確認した。 

 

３ 監査結果及び指摘事項・意見 

（１）住民福祉課（社会福祉協議会） 

本村の社会福祉協議会は、村の一般会計より多額の補助金（令和４年度予算：

3,163万円）が交付され運営されている。近年、補助金が増額されているため、補

助金の使途や事業内容（主に人件費）を確認した。 

シルバー人材センターについて、開設から１年経過したことから、現状の見解と

今後の展望を確認した。 

ホームヘルパー派遣事業について、ヘルパー派遣実績が少数であることから、事

業内容と今後の展望を確認した。 

   監査における指摘事項・意見等は次のとおりである。 

 

＜近隣町村補助金額調べ＞（社会福祉協議会報告令和 3年度） 

小川町 3,973万円 ときがわ町 1,734万円 嵐山町 1,195万円 

滑川町 3,136万円 吉見町 3,121万円 川島町 2,112万円 

東秩父村 3,100万円 

 

 



① 本村の補助金は上位を占めるが小川町・滑川町・吉見町との人口は、 

本村 2,710名、小川町 28,536名、滑川町 19,682、吉見町 18,196名 

（令和 2年度国勢調査） 

この現状について東秩父村社会福祉協議会内で共有し令和 5年度からの内部 

改革を指摘した。 

② 嵐山町のﾗﾍﾞﾝﾀﾞｰ畑の運営を参考にｼﾙﾊﾞｰ人材の雇用を確保して貰いたい。 

 

（２）下河原橋架替工事 

   工事関係書類と工事現場を確認した。 

   事務事業の執行は適正、かつ効率的に行われており、監査を実施した範囲におい

ては、その内容に誤りのない事を認める。 

   監査における指摘事項・意見等は特になく、事業を静観するに留める。 

 

（３）産業観光課（株式会社東秩父村和紙の里） 

   直近の決算内容が赤字であったことから、要因と今後の展望を確認した。 

   令和３年度定期監査における指摘事項の進捗を確認した。 

   いずれも資料の提出がなく、口頭による説明であったことは非常に残念であ 

る。このことからも、普段の事務事業が適正に行われているのか疑問を感じるも 

のである。 

＜確認事項＞ 

① 第 31期決算報告について△7,502千円直近 10年間赤字はなし第 32期の 

進捗で 12月末時点△2,000から△3,000千円赤字 

② 内部留保金額 20,000千円令和５年上旬に 10,000千円定期解約予定 

③ 指摘事項５項目（下記「参考」を参照。）はすべて未作成である。③の企 

業理念は社長が作成するよう常務から要望あり。 

④ 第 31期赤字の要因と第 32期黒字経営に向けた計画の報告がなし。 

⑤ 和紙の里赤字経営が継続する場合は公募を考えると社長が示唆された。 

 

＜参考＞ 令和３年度定期監査における指摘事項の要約 

  ① 定款・就業規則が平成３年に作成されたままであり改訂されたい。 

  ② 指定管理者基本協定書第 42条の規定による運営協議会を設置されたい。 

また、併せて設置要綱の作成もお願いしたい。 

  ③ 企業理念が定められていないため掲げることを望む。 

  ④ リスクマネジメント及び事務の透明性の確保として、支配人の業務を複数 

体制に改善されたい。 

  ⑤ 施設修繕については、修繕計画書を作成し計画的な修繕を実施されたい。 

   また、修繕の際は、複数社から見積書を徴したうえで発注するようお願いし

たい。 



 

     監査における指摘事項・意見は次のとおりである。 

 

＜指摘事項・意見＞ 

 東秩父村和紙の里の管理について、公募により指定管理者を決定するよう指

摘する。公募を行うにあたり、現指定管理者である株式会社東秩父村和紙の里

の業務内容を精査し、東秩父村社会福祉協議会の協力（東秩父村社会福祉協議

会職員就業規則第 10条）を仰ぎ、シルバー人材センターを活用することを提案

する。 

 今回の指摘・意見の理由として、令和３年度定期監査における指摘事項の改

善がないこと、令和４年度定期監査における確認事項の内容を鑑み、株式会社

東秩父村和紙の里が指定管理者としての適正に疑問を感じた。内部留保金が残

っている間の契約終了を望む。 


